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  江東区立図書館略年表  年 月 江東区立図書館の動き 年 月 江東区立図書館の動き 明治 
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 東京市立深川図書館認可 東京市立深川図書館深川公園内に設立  館外貸出開始 関東大震災のため館舎焼失(当時の蔵書17,073 冊) バラック建仮設図書館で閲覧開始  鉄筋３階建延 1,735 ㎡の館舎を建設(当時の蔵書 46,853 冊) 東京市立図書館処務規定改正 都制施行に伴い都立深川図書館になる 空襲により 2 階閲覧室大破 戦時休館により軍使用の建物となる 一部閲覧開始 深川図書館の管理運営、江東区長に委任 閲覧室を改修のため臨時休館 自由接架方式で閲覧再開 都立図書館廃止 江東区に移管され江東区立深川図書館となる 館報『深川図書館』を創刊 少年少女室開設 館外貸出開始 郷土資料室開設 城東図書館開館 館報『深川図書館』を『江東区立図書館報』と改題 城東図書館個人貸出開始 団体貸出実施 夜間開館実施（午前 9 時～午後 9 時） 『郷土資料目録』発行 貸出文庫（団体貸出）開設 区民読書世論調査(昭和 44 年まで) 区広報車による巡回貸出文庫開始 深川図書館第１回盲人聴読会実施 夜間開館時間変更(午後 8 時まで) 若い人の本棚(城東図書館青年文庫)を開設 区内 6 ヵ所で｢夏期こども図書館｣を開設 
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 江東区立図書館条例、同条例施行規則、同処務規程制定 個人貸出一人 2 冊 8 日間 貸出方式をブラウン方式に変更 こどものための｢おはなし会｣定例化 レコードの貸出開始 区立図書館及び区民館等読書室連絡協議会発足 個人貸出一人 4 冊 2 週間 視聴覚資料一人 3点 2 週間 自動車図書館｢しおかぜ号｣（コンテナ型）区内12 ヵ所を巡回貸出開始 『新着図書目録』を発行 自動車図書館ステ－ション小名木川小学校を新設 『こどものほんだな』発行 『江東区立図書館白書』発行 「江東こどもの本研究会」準備会 第１回「江東こどもの本研究会」開催 児童書の貸出方式を中小レポート方式に変更 白河分館開館 深川図書館冷暖房工事完了 マイクロバス型「しおかぜ号」スタート 『江東区公共施設整備計画案 52～54 年度』に図書館７館構想が示される 自動車図書館ステーション元八幡神社境内を廃止 自動車図書館ステーション臨海公園を新設 城東図書館、総合区民センターに移転 都立江東ろう学校幼稚部児童への読み聞かせ開始 自動車図書館ステーション小名木川小学校を北砂五丁目公団に変更 マイクロバス新型｢しおかぜ号｣スタート 亀戸図書館開館 自動車図書館ステーション古石場三丁目公園・住吉公園新設 自動車図書館ステーション亀戸東公園・浅間小学校廃止 亀戸図書館にコンピュータ導入 東陽図書館開館 亀戸・東陽図書館で対面朗読スタート 江東図書館東京都より江東区に移館 
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年 月 江東区立図書館の動き 年 月 江東区立図書館の動き 昭和 
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 城東図書館にコンピュータ導入 『江東区のとしょかん』創刊 白河分館、元加賀公園隣に移転 館名を「白河こどもとしょかん」とする 『63 年度江東区総合実施計画』で図書館 9 館構想が示される 江東図書館コンピュータ導入  個人貸出一人 5 冊 2 週間 深川図書館、白河こどもとしょかんコンピュータ導入 豊洲図書館開館 自動車図書館ステーション豊洲四丁目公園廃止 自動車図書館ステーション東雲公園を新設 自動車図書館ステーション北砂五丁目公団廃止 砂町図書館開館 深川図書館改築のため閉館 図書館組織改正 深川図書館、亀堀公園内で仮設運営 4 館でオンラインスタート 個人貸出一人 10 冊 2 週間 視聴覚資料一人 5 点 東大島図書館開館(オンライン) 『江東区長期基本計画』で図書館 11 館構想が示される 全館オンライン稼動 除籍本の有効活用スタート 自動車図書館｢しおかぜ号｣廃止 配本サービススタート 深川図書館仮設運営終了 深川図書館新装オープン 館報が毎月発行となり、新着図書目録を館報へ合併。タイトルを『としょかんだより』と変更 江東 CATV｢図書館・話の小部屋｣撮影(白河を除く全館) 江東区民まつり｢リサイクルブックコーナー｣新設 江東 CATV｢見たい知りたい江東区｣撮影(於・豊洲図書館) ｢東京都江東区職員の職名に関する規則｣改正(事務系の職名から｢司書｣を削除) コンピュータシステムの変更 
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 利用者用検索システム(OPAC)導入(目録カード廃止) 共同書庫システム開始 ビデオの全館貸出開始 東雲図書館開館 江東区立図書館利用者の個人情報保護に関する運用方針 古石場図書館開館 ＩSBN 総合目録システム利用による相互協力に参加 区民まつり中止に伴う｢リサイクルブックフェア｣開催(於・総合区民センター) 江東区個人情報保護条例施行 江東・深川・古石場・亀戸・東大島図書館にて中学生体験学習の受け入れ 深川図書館 創立 90周年写真展示会 江東図書館改修工事のため休館 江東図書館新装オープン 館内整理日を第 3 日曜日から第 1 金曜日に変更 図書館窓口業務等委託業者選定委員会設置 「図書館資料の未返納者に対する処置に関する要綱」制定 図書館窓口業務等委託開始（豊洲・古石場・砂町図書館を除く） 祝日開館実施 新コンピュータシステムに切替 利用者用検索システム（OPAC）からの予約受付開始、タッチパネルOPAC導入 江東区立図書館ホームページ開設 図書館資料をインターネットに公開。インターネットによる予約サービス開始 豊洲・古石場・砂町図書館窓口業務等委託開始 亀戸図書館改修工事のため休館 「図書館資料損害賠償取扱い要綱」制定 亀戸図書館新装オープン 江東・深川・東雲・亀戸・東大島図書館巡視業務委託開始 予約資料到着メール通知サービス開始 コンピュータシステム検討委員会設置 東陽図書館改修工事のため休館 
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年 月 江東区立図書館の動き 年 月 江東区立図書館の動き 平成   
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 東京都公立図書館職員研究大会 児童図書館部会事例報告 テーマ「東京都立江東ろう学校との連携－聴覚障害児へのサービスと現状－」を報告 「社会教育活性化２１世紀プラン」（文部科学省２ヵ年度事業）モデル事業の実施 「読み聞かせボランティア登録要領」制定 東陽図書館新装オープン 城東図書館創立 50周年 大学図書館との連携に向けた検討開始 江東・深川・東陽図書館にて大江戸高校生職場体験学習の受け入れ コンピュータシステム検討委員会報告 個人貸出２週間一人 20 冊以内 紙芝居 5 点以内 音声資料５点以内 映像資料 1 点 団体貸出一月以内構成員一人５冊以内 「社会教育活性化２１世紀プラン」（文部科学省２ヵ年度事業）モデル事業（報告） 大学図書館との連携事業の一環として、東京海洋大学附属図書館越中島分館及び芝浦工業大学豊洲図書館との相互利用制度の開始 ＤＶＤの貸出を開始 豊洲図書館改修工事のため閉館 豊洲図書館新装オープン 深川図書館 「こどもの読書活動実践図書館」として文部科学大臣賞を受賞 東大島図書館改修工事のため休館 新コンピュータシステムに切替 東大島図書館新装オープン 城東図書館改修のため休館 城東図書館、江東区総合区民センター内で臨時窓口開設 携帯版WebOPAC導入 城東図書館臨時窓口閉鎖 平成 21 年度窓口業務プロポーザル方式による業者選択実施 城東図書館新装オープン 白河こどもとしょかん改修のため休館 枝川図書サービスコーナーオープン 
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 深川図書館１００周年記念事業 記念展示会 記念誌「深川図書館１００年のあゆみ」発行 戦前資料の調査保存事業 白河こどもとしょかん新装オープン 元加賀小学校図書室と隣接 「子ども読書推進計画」策定 東日本大震災発生による開館時間の短縮や一部サービスの制限を実施 通常開館に戻る 東雲図書館にて福島の地方紙（福島民友・ 福島民報）の閲覧開始 WebOPAC ｾﾙﾌ貸出延長機能導入 蔵書図書に IC タグ貼付開始 ﾅｸｿｽ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰのサービス開始 「こども読書活動推進」 団体貸出事業開始 江東図書館改修工事のため休館 江東図書館、南砂出張所内で臨時窓口開設 武蔵野大学有明図書館利用協定締結 図書館システム選定委員会にて、次期システム（ＥＬＣＩＥＬＯ）を決定。 図書館窓口業務等委託業者選定委員会にて、平成 25 年度の受託業者決定。 豊洲図書館にて福島の地方紙（福島民友・ 福島民報）の閲覧開始 江東図書館新装オープン 江東図書館に自動貸出・返却機設置 新図書館システム（ＥＬＣＩＥＬＯ）に切替 図書館ホームページの刷新 全図書館に BDS ゲート設置 砂町図書館改修工事のため休館          
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施 設 概 要 区立図書館の開館時間及び休館日 （P.30「江東区立図書館条例施行規則」参照） 【開館時間】火～土曜日 午前 9 時～午後 8 時  日曜日・祝日(休日)・12 月 28 日 午前 9 時～午後 5 時 ※ 江東図書館こども室・白河こどもとしょかん・枝川図書サービスコーナーは午後 5 時まで 図書館名 所　在　地 電　話〒136-0076 東京メトロ東西線 南砂町駅下車 徒歩 6分南砂6-7-52 都バス 南砂６丁目下車 徒歩 2分徒歩 4分〒135-0024 東京メトロ東西線   　門前仲町駅下車 徒歩12分清澄3-3-39 都営大江戸線　 　　 清澄白河駅下車　 徒歩 7分東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅下車　 徒歩 7分都バス             平野１丁目下車  徒歩 3分                   〒135-0021 都営大江戸線　 清澄白河駅下車　   徒歩10分白河4-3-19 都営新宿線　　 菊川駅下車　　　   徒歩 8分（元加賀小学校内） 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅下車 徒歩 8分都バス　　　　 白河下車　　　　   徒歩 5分〒135-0016 東京メトロ東西線  東陽町駅下車　 徒歩 3分東陽2-3-6 都バス　　　  　　 東陽町駅下車　 徒歩 3分（教育ｾﾝﾀｰ内)〒135-0061 東京メトロ有楽町線  豊洲駅下車　　 徒歩 2分豊洲2-2-18 新交通ゆりかもめ　　豊洲駅下車  　 徒歩 1分（豊洲文化ｾﾝﾀｰ内) 都バス　　　　  　　豊洲駅前下車　 徒歩 2分〒135-0062 りんかい線　 東雲駅下車　　　　　徒歩 5分東雲2-7-5-201 都バス 東雲駅前下車 徒歩 5分深川車庫下車　　　　徒歩 4分〒135-0045 東京メトロ東西線　 門前仲町駅下車　 徒歩15分古石場2-13-2 都営大江戸線　　　 門前仲町駅下車　 徒歩15分（古石場文化ｾﾝﾀｰ内） 都バス　　　　　　 富岡１丁目下車　 徒歩 7分      　　　　　　　都立三商下車　 徒歩 7分〒136-0072 都営新宿線　　 西大島駅下車　　　徒歩 1分大島4-5-1 ＪＲ総武線　　　　 亀戸駅下車　　 徒歩12分（総合区民ｾﾝﾀー内) 都バス　　　　 西大島駅下車　　 徒歩 1分〒136-0071 ＪＲ総武線　　 亀戸駅下車　　　 徒歩15分亀戸7-39-9 都バス　　　　 亀戸９丁目下車　 徒歩 1分〒136-0073 都バス　北砂２・３・４・５・７丁目下車北砂5-1-7         各徒歩１０分（砂町文化ｾﾝﾀｰ内)〒136-0072 都営新宿線　　 東大島駅下車　　 徒歩 2分大島9-4-2-101 都バス　　　　 東大島駅下車　　 徒歩 2分〒135-0051 都バス　　　　 枝川2丁目下車　　徒歩 2分枝川3-6-16  八枝橋下車 徒歩 2分(枝川区民館内）東 大 島砂　　町
城　　東亀　　戸

交　　　　　　通

3681-46463640-46463636-60613637-2751

枝川図書サービスコーナー 3647-6860

南砂３丁目　みどり団地下車

東　　陽豊　　洲
5245-31013529-1141東　　雲古 石 場
3536-59313644-6121

江　　東
3643-74393641-0062深　　川白河こども
3640-3151
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【休館日】 毎週月曜日・毎月第１金曜日（1 月及び 5 月は除く）・年末年始・特別整理期間     注）月曜日と祝日(振替休日を含む)が重なった場合は、その日後における休日でない日  開館年月日昭和51年6月22日 構造 鉄筋コンクリート造4階建 面積 4,934.61㎡都立図書館として設立 １階（昭和61年10月1日江東区移管） ティーンズコーナー（30席）　予約資料コーナー２階３階４階明治42年9月10日 構造 鉄筋コンクリート造3階建 面積 2,196.61㎡東京市立図書館として設立 １階２階（昭和25年10月江東区移管）（平成5年10月改築） ３階昭和49年8月10日 構造 鉄骨造3階建（1階部分） 面積 304.00㎡（昭和63年3月現在地に移転） １階(平成22年5月改築)昭和60年5月18日 構造 鉄筋コンクリート造3階建（1,2階部分) 面積 1,849.01㎡１階 赤ちゃんコーナー２階平成元年5月12日 構造 鉄筋コンクリート造地下１階地上2階建(1,2階部分） 面積 1,086.05㎡１階２階平成9年5月20日 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造36階建(1,2階部分) 面積 1,392.91㎡２階平成9年9月24日 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建(4階部分) 面積 1,146.42㎡４階昭和30年4月18日 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建（4,6階部分) 面積 869.06㎡（昭和54年5月現在地に移転） ４階(平成21年4月改修) ６階昭和57年11月4日 構造 鉄筋コンクリート造3階建（1,2階部分) 面積 1,590.19㎡１階２階平成2年5月8日 構造 鉄筋コンクリート造3階建(1階部分) 面積 1,216.94㎡１階平成4年1月30日 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建（1階部分) 面積 1060.99㎡１階 対面朗読室　お話の部屋　 事務室　平成21年5月8日 構造 鉄骨造（1階部分） 面積 9.10㎡１階 ヤングアダルトコーナー(4席）　ビジネスルーム（26席）　  
事務室　対面朗読室　閉架書庫開架　閲覧席（29席) 児童コーナー（20席)新聞・雑誌コーナー（18席)　ヤングアダルトコーナー開架　児童コーナー（50席) お話の部屋　ヤングアダルトコーナー　新聞・雑誌コーナー（44席）閲覧室（60席)その他閲覧席（26席）対面朗読室　閉架書庫　事務室　開架　閲覧席（25席) 児童コーナー（35席) 新聞・雑誌コーナー（16席）

概　　　　　要こども室（28席）　お話の部屋（2室)　授乳室（1室）　鑑賞室　閉架書庫
児童コーナー (29席) お話の部屋　新聞・雑誌コーナー（17席）
新聞・雑誌コーナー（50席）　視聴コーナー（2席）開架　閲覧席(137席) 　ビジネスコーナー（52席）　PCコーナー　閉架書庫

開架　新聞・雑誌コーナー　（82席) 閲覧室(60席)　児童コーナー（30席)児童用閲覧室（39席）　対面朗読室（お話の部屋）　ビジネスルーム（21席）
開架　閲覧席（33席)   新聞・雑誌コーナー（18席)  児童コーナー（37席) 
開架　閲覧席（16席) 　お話の部屋　絵本コーナー　事務室　書庫ホール　対面朗読室　閉架書庫　会議室　事務室

受付カウンター・事務室　検索端末　ブックポスト

開架　閲覧席（40席) 新聞・雑誌コーナー（12席)児童コーナー（12席) お話の部屋　授乳室（１室）　対面朗読室　事務室

録音室(4室) 展示コーナー　　会議室（3室）　学童集団疎開資料室対面朗読室(3室) 事務室

新聞・雑誌コーナー（44席）児童コーナー（10席）  お話コーナー

開架　閲覧席（65席) 　ヤングコーナー（12席) 郷土資料室(6席)

開架　閲覧席（28席) 新聞・雑誌コーナー（22席)  PC等優先席（4席）児童コーナー（6席) お話コーナー　対面朗読室　事務室
事務室

開架　閲覧席（18席) 参考図書コーナー（12席)
閲覧室(86席) 視聴覚室　対面朗読室　点訳室　ビジネスルーム(36席)事務室

対面朗読室（お話の部屋）  読書室（40席)   閉架書庫

(平成25年9月から平成26年9月まで改修工事につき休館)

事務室

 ※ ビジネスルームには持ち込みパソコン用の電源供給設備あり。  
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一 般 統 計 

１．経年変化 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度単位(点)/視聴覚資料・雑誌含む 1,650,094 1,671,499 1,690,899 1,657,705 1,700,827 1,724,205内図書数 単位(冊)/図書のみ 1,449,028 1,467,000 1,481,531 1,453,699 1,497,168 1,518,080＊ 単位(点)/視聴覚資料・雑誌含む 4,122,169 4,510,715 4,614,304 4,623,849 4,395,163 4,322,444＊ 内貸出冊数 単位(冊)/図書のみ 3,542,420 3,914,816 4,052,819 4,093,006 3,974,381 3,878,104＊ 単位(人) 88,784 94,691 97,087 95,657 92,123 93,233人口 460,365 467,835 474,274 477,816 481,031 489,755登録率 単位(％)/登録利用者数÷人口 19.2% 20.2% 20.4% 20.0% 19.1% 19.0%697,031 795,381 795,254 878,916 728,359 787,122内資料費 170,232 169,989 176,702 165,602 157,213 169,354　内図書費 133,562 132,428 134,577 130,351 124,375 134,964(決算) 単位千円建設費、初度調弁、人件費、執行委任は含まず

資　料　数貸出点数登録利用者数
図書館費

 ＊貸出点数、貸出冊数、登録利用者数については、個人貸出・登録数。団体については 13 ページ。 
 

２．館別登録利用者                    平成 26 年 3 月 31 日現在（人） 
児童 学生 一般 65歳以上 計 割合(％)

江　　東 1,425 1,068 5,678 1,316 9,487 10.2%

深　　川 1,004 916 7,490 1,524 10,934 11.7%

白　　河 1,095 334 1,165 58 2,652 2.8%

東　　陽 1,504 1,210 8,923 2,079 13,716 14.7%

豊　　洲 1,799 986 8,204 1,188 12,177 13.1%

東　　雲 1,072 594 3,568 476 5,710 6.1%

古 石 場 1,023 740 4,229 796 6,788 7.3%

城　　東 818 817 5,699 1,610 8,944 9.6%

亀　　戸 950 774 5,025 1,228 7,977 8.6%

砂　　町 1,217 951 4,070 1,177 7,415 8.0%

東 大 島 1,032 907 4,421 935 7,295 7.8%

枝　　川 22 7 96 13 138 0.1%

計 12,961 9,304 58,568 12,400 93,233 100.0%  ＊児童：12 歳以下、学生：13～22 歳、一般：23歳～64歳、65 歳以上（個人登録のみ）



 

                            - 7 - 

３．部門別資料所蔵数                                        平成 26 年 3 月 31 日現在（冊・点） 江 東 深 川 白 河 東 陽 豊 洲 東 雲 古 石 場 城 東 亀 戸 砂 町 東 大 島0 総 記 12,991 5,785 181 3,323 2,109 1,975 2,255 4,144 2,284 2,122 2,114 39,2831 哲 学 ・ 宗教 12,747 6,470 5 3,850 3,259 2,749 3,421 5,033 2,293 2,336 3,052 45,2152 歴 史 ・ 地理 25,297 18,890 14 8,955 9,354 7,559 8,803 11,936 7,940 7,052 7,529 113,3293 社 会 科 学 67,349 24,443 125 14,573 10,483 9,394 10,693 16,697 9,597 10,445 9,068 182,8674 自 然 科 学 21,548 8,856 32 5,318 4,839 5,053 7,144 6,987 4,496 5,123 4,563 73,9595 工 学 ・ 家事 22,209 11,617 162 7,191 6,324 7,771 7,945 8,316 6,227 6,934 6,167 90,8636 産 業 10,903 4,995 3 2,974 2,188 2,464 2,463 2,964 2,190 2,644 2,122 35,9107 芸 術 ・ 運動 27,381 14,357 32 7,619 9,283 10,216 9,918 9,815 7,111 17,047 10,991 123,7708 語 学 4,799 2,791 5 2,102 1,912 1,507 1,976 1,991 2,608 1,413 1,326 22,4309 文 学 100,754 50,896 137 43,182 44,735 27,120 28,904 41,891 33,218 36,672 28,707 436,216305,978 149,100 696 99,087 94,486 75,808 83,522 109,774 77,964 91,788 75,639 1,163,8420 総 記 471 821 365 524 385 391 395 289 293 330 381 4,6451 哲 学 ・ 宗教 238 215 123 193 166 155 210 172 182 182 177 2,0132 歴 史 ・ 地理 1,213 1,090 918 1,534 1,510 967 1,353 1,288 894 1,188 943 12,8983 社 会 科 学 1,639 1,226 968 1,282 1,203 1,201 1,237 1,067 951 817 1,050 12,6414 自 然 科 学 2,370 2,713 2,513 2,532 2,435 2,261 2,279 2,658 1,861 2,314 2,212 26,1485 工 学 ・ 家事 1,395 893 804 1,075 918 851 904 800 722 752 775 9,8896 産 業 1,069 589 480 639 402 546 620 479 504 510 380 6,2187 芸 術 ・ 運動 1,521 1,740 1,387 1,710 1,423 1,561 1,972 1,403 1,256 1,829 1,335 17,1378 語 学 465 380 271 341 333 328 415 364 319 311 460 3,9879 文 学 10,987 9,621 6,417 10,442 10,134 8,255 10,199 8,114 7,299 8,648 6,459 96,575E 絵 本 15,277 12,631 10,076 11,499 12,011 11,150 10,723 11,454 10,565 11,525 7,378 124,289691 1,120 454 843 702 473 543 365 627 462 808 7,08837,336 33,039 24,776 32,614 31,622 28,139 30,850 28,453 25,473 28,868 22,358 323,5285,281 14,454 193 3,247 879 644 674 2,724 913 567 1,134 30,710126,428 4,464 560 5,261 3,637 4,570 3,622 4,149 3,470 2,433 4,351 162,9455,849 4,557 0 5,402 4,318 3,709 3,517 4,939 3,985 2,767 4,137 43,180480,872 205,614 26,225 145,611 134,942 112,870 122,185 150,039 111,805 126,423 107,619 1,724,205

計

小 計
一般書
児童書 小 計

合　　 　　計

図 書 館 名図 書 館 名図 書 館 名図 書 館 名区 分

郷 土 資 料雑　　 　　誌視　 聴 　覚
紙 芝 居
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４．部門別資料貸出数                                         平成 26 年 3 月 31 日現在（冊・点） 江 東 深 川 白 河 東 陽 豊 洲 東 雲 古 石 場 城 東 亀 戸 砂 町 東 大 島 枝 川0 総 記 2,152 2,260 639 2,883 3,996 1,849 2,375 2,198 1,272 615 1,581 145 21,9651 哲 学 ・ 宗教 8,563 13,424 2,821 15,352 13,318 5,545 9,524 13,016 6,130 3,728 9,494 845 101,7602 歴 史 ・ 地理 8,461 29,139 2,203 14,607 11,374 4,909 8,847 11,983 6,957 4,650 8,699 507 112,3363 社 会 科 学 19,492 28,450 7,275 42,769 33,738 14,587 22,111 30,972 16,894 10,106 21,015 1,548 248,9574 自 然 科 学 12,226 14,367 3,445 18,685 14,514 7,428 11,547 16,209 7,454 5,618 10,565 1,011 123,0695 工 学 ・ 家事 32,979 40,954 9,091 47,754 34,190 20,999 29,453 38,437 25,018 17,096 29,127 2,162 327,2606 産 業 4,477 6,361 1,341 8,305 6,200 3,260 4,925 5,825 2,703 2,229 3,276 392 49,2947 芸 術 ・ 運動 16,260 19,060 4,160 22,329 24,313 8,290 16,264 19,588 11,453 7,940 17,222 1,382 168,2618 語 学 4,662 5,191 1,255 7,052 6,451 2,620 5,012 6,037 4,034 1,685 3,523 281 47,8039 文 学 141,134 155,968 25,610 252,094 177,551 84,779 129,652 182,729 137,341 93,053 133,802 8,496 1,522,209250,406 315,174 57,840 431,830 325,645 154,266 239,710 326,994 219,256 146,720 238,304 16,769 2,722,9140 総 記 558 298 309 400 376 317 268 312 292 122 372 26 3,6501 哲 学 ・ 宗教 1,053 214 226 219 153 175 215 230 201 77 213 14 2,9902 歴 史 ・ 地理 3,295 3,137 2,655 4,908 6,209 1,940 3,489 4,031 2,540 2,336 3,510 159 38,2093 社 会 科 学 1,997 1,592 1,547 1,671 1,554 1,130 1,309 1,326 943 663 1,123 55 14,9104 自 然 科 学 5,579 5,314 6,094 9,188 8,691 5,786 6,592 5,382 4,475 3,670 5,126 349 66,2465 工 学 ・ 家事 3,352 2,012 1,980 2,250 2,152 2,058 1,386 1,420 1,091 888 690 120 19,3996 産 業 991 1,261 1,564 2,658 2,112 2,302 1,533 1,888 1,906 926 1,614 21 18,7767 芸 術 ・ 運動 5,422 5,431 4,868 6,800 7,826 5,773 5,834 5,376 5,365 3,780 3,863 326 60,6648 語 学 1,216 953 931 1,103 1,451 781 910 1,458 852 456 829 65 11,0059 文 学 44,348 32,467 30,617 50,427 45,330 25,888 34,325 28,894 28,388 20,002 24,640 2,438 367,764E 絵 本 48,181 49,104 49,226 66,123 66,953 50,536 48,440 48,074 39,832 24,648 36,011 1,927 529,0552,064 1,863 1,266 3,541 2,498 931 1,749 2,020 1,786 935 1,325 97 20,075118,056 103,646 101,283 149,288 145,305 97,617 106,050 100,411 87,671 58,503 79,316 5,597 1,152,743229 389 72 444 158 56 259 415 158 110 145 12 2,44719,942 21,317 9,192 28,937 22,532 16,807 23,869 22,569 16,786 9,114 23,006 1,421 215,49220,219 29,533 4,312 35,581 22,532 16,807 23,869 27,114 16,786 11,255 19,766 1,074 228,848408,852 470,059 172,699 646,080 516,172 285,553 393,757 477,503 340,657 225,702 360,537 24,873 4,322,444合　　 　　計

計計計計区 分区 分区 分区 分

郷 土 資 料雑　　 　　誌視　 聴 　覚

小 計

図 書 館 名図 書 館 名図 書 館 名図 書 館 名
一般書
児童書 小 計紙 芝 居
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予 約 サ ー ビ ス 

１．予約サービスの現状 予約サービスは、利用者の求める資料が貸出中や区内の図書館に未所蔵であった場合、予約により希望の資料を提供するサービスである。 平成 25 年度の予約の受付件数は 1,433,651件で、前年度の 1,712,811 件にくらべると 16％の減となった。利用者がＷｅｂＯＰＡＣを利用して、予約をするケースが伸びている。 ※ ＯＰＡＣ（利用者用検索システム）＝Online Public Access Catalog 

 

 (1) 予約の処理状況    予約の処理状況は次のとおりである。 返 却 待 ち 購 入 相 互 貸 借一 般 書 1,357,782 1,236,819 1,217,952 6,270 12,597 99,175 20,803 985児 童 書 44,512 25,062 24,684 133 245 17,759 1,665 26雑 誌 18,679 9,074 8,417 0 657 7,809 1,755 41視 聴 覚 資 料 12,678 3,762 3,762 0 0 7,886 983 47計 1,433,651 1,274,717 1,254,815 6,403 13,499 132,629 25,206 1,099
提供で きず貸　　　　　　　　　　出受 付 件 数 期 限 切 れ 取 消

 

[貸 出] 利用者に、予約資料が貸出されたもの ※｢貸出｣の内訳は ・[返却待ち] 貸出中の資料の返却を待って提供 ・[購  入] 新たに購入して提供 ・[相互貸借] 江東区以外の図書館等から借り受けて提供 

[期 限 切 れ] 期限までに借受けに来なかったもの 

[取 消] 予約後、利用者からの取消の旨を伝えられたもの 

[提供できず ] 未刊、絶版等により、利用者に資料を提供できなかったもの 

 

貸出88.8％
期限切れ9.3% 取消1.8% 提供できず0.1%

予約処理状況
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(2) 予約の受付場所区分     

 

                    
カウンター館内ＯＰＡＣＷｅｂＯＰＡＣ計 1,433,651件

件  数144,244件166,678件1,122,729件          

 

カウンター

10.1%

館内OPAC

11.6%

WebOPAC

78.3%

予約受付区分

２．館内ＯＰＡＣ(利用者用検索システム)検索数 

 江 東 深 川 白 河 東 陽 豊 洲 東 雲 古 石場 城 東 亀 戸 砂 町 東 大島 枝 川 計検索数 73,697 135,662 49,178 257,027 172,067 101,413 151,199 180,590 135,985 211,804 142,824 5,954 1,617,400件OPAC台 数 8 5 1 5 4 4 4 4 4 4 4 1 48台
 ※ＯＰＡＣ台数には、タッチパネル式を含む。 
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３．相互貸借 利用者への資料提供の一層の充実を図るため、「東京都立図書館統合検索」を活用し、２３区公 共図書館第５ブロック図書館（江東・墨田・足立・葛飾・江戸川)をはじめ、都内各自治体の図書 館と協力して資料の相互貸借を行っている。    また、全国の図書館とも連携し、相互貸借により利用者への資料提供を行っている。 資料の多様化、高度化に伴い、相互貸借の利用は増加傾向となっている。  なお、視聴覚資料については、相互貸借を行っていない。 

（借受内訳） （冊）市 区 町 村 等 一 般 書 児 童 書 雑 誌 計 構 成 比千 代 田 区 91 2 0 93 0.7%中 央 区 138 2 7 147 1.1%港 区 101 7 0 108 0.8%新 宿 区 90 0 7 97 0.7%文 京 区 205 1 5 211 1.6%台 東 区 50 0 6 56 0.4%墨 田 区 431 12 33 476 3.5%品 川 区 188 0 5 193 1.4%目 黒 区 1,010 14 19 1,043 7.7%大 田 区 252 6 6 264 2.0%世 田 谷 区 622 5 157 784 5.8%渋 谷 区 254 3 6 263 1.9%中 野 区 150 0 32 182 1.3%杉 並 区 339 2 2 343 2.5%豊 島 区 56 0 4 60 0.5%北 区 314 0 16 330 2.4%荒 川 区 206 3 15 224 1.7%板 橋 区 147 1 0 148 1.1%練 馬 区 344 6 15 365 2.7%足 立 区 3,388 83 127 3,598 26.7%葛 飾 区 2,055 37 68 2,160 16.0%江 戸 川 区 989 53 10 1,052 7.8%２３区以外（市・ 町・ 村）
479 5 16 500 3.7%都 立 650 2 93 745 5.5%国 会 28 1 0 29 0.2%大 学 23 0 0 23 0.2%他 県 5 0 0 5 0.1%合 計 12,605 245 649 13,499 100.0%  
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（貸出内訳） （冊）

市 区 町 村 等 一 般 書 児 童 書 雑 誌 計 構 成 比

千 代 田 区 177 0 0 177 1.2%

中 央 区 529 41 29 599 4.1%

港 区 506 22 24 552 3.8%

新 宿 区 851 44 78 973 6.7%

文 京 区 644 130 63 837 5.7%

台 東 区 79 13 2 94 0.6%

墨 田 区 923 79 100 1,102 7.5%

品 川 区 306 19 7 332 2.3%

目 黒 区 341 13 14 368 2.5%

大 田 区 232 13 15 260 1.8%

世 田 谷 区 624 28 25 677 4.6%

渋 谷 区 315 8 10 333 2.3%

中 野 区 350 4 12 366 2.5%

杉 並 区 212 7 11 230 1.6%

豊 島 区 207 10 25 242 1.7%

北 区 455 48 10 513 3.5%

荒 川 区 293 12 8 313 2.1%

板 橋 区 425 12 7 444 3.0%

練 馬 区 603 19 53 675 4.6%

足 立 区 927 41 20 988 6.7%

葛 飾 区 2,039 109 59 2,207 15.1%

江 戸 川 区 689 52 86 827 5.7%２３区以外（市・ 町・ 村）
1,286 49 81 1,416 9.7%都 立

0 0 0 0 0.0%国 会
0 0 0 0 0.0%

大 学 91 2 2 95 0.6%

他 県 20 0 0 20 0.1%

合 計 13,124 775 741 14,640 100.0%
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貸出数 団体数 平均貸出数貸出数 団体数 平均貸出数貸出数 団体数 平均貸出数貸出数 団体数 平均貸出数Ａ Ｂ Ａ/ＢＡ Ｂ Ａ/ＢＡ Ｂ Ａ/ＢＡ Ｂ Ａ/Ｂ
江　東 10,767 74 146

深　川 5,815 47 124

白　河 3,947 57 69

東　陽 11,174 56 200

豊　洲 14,635 97 151

東　雲 7,096 36 197

古石場 10,825 79 137

城　東 12,818 47 273

亀　戸 7,309 77 95

砂　町 3,904 51 77

東大島 3,349 22 152

計 91,639 643 143

館 名館 名館 名館 名

配本冊数 回　　数 平均貸出数配本冊数 回　　数 平均貸出数配本冊数 回　　数 平均貸出数配本冊数 回　　数 平均貸出数Ａ Ｂ Ａ/ＢＡ Ｂ Ａ/ＢＡ Ｂ Ａ/ＢＡ Ｂ Ａ/Ｂ江　東 7,682 154 50深　川 4,199 40 105白　河 1,280 20 64東　陽 8,490 42 202豊　洲 12,321 40 308東　雲 5,717 45 127古石場 7,991 38 210城　東 8,241 62 133亀　戸 7,943 40 199砂　町 2,842 21 135東大島 1,253 15 84計 67,959 517 131

館 名館 名館 名館 名

    団 体 貸 出 団 体 貸 出 数 と 登 録 団 体 数                           図書館では、個人の利用者に対する貸出のほか、団体への貸出も行っている。 団体貸出の利用の対象は、学級文庫や、地域のこども会や自治会、職場のサークル、ＰＴＡ等の５人以上の団体である。団体貸出のできる図書資料は、その団体の構成員１人につき、図書・雑誌は５冊以内、紙芝居は５点以内、音声資料は３点以内で、貸出期間は１か月となっている。前年度と比較すると、全体では貸出数が約 5.9％増加した。                     
 

 

 

 

 

 
 

 

      配 本 サ ー ビ ス 配 本 冊 数 と 配 本 回 数           

 団体貸出で貸出した資料を送り届け、返却時には回収に行くことにより、団体貸出を促進するサービスとして平成５年度から開始した。  前年度と比較すると、全体では配本冊数が約8.9％増加し、１回あたりの平均配本冊数は、約10.9％減少している。 
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児 童 奉 仕  各図書館では、こどもと本とのよりよい結びつきを図るために、おはなし会・映画会・季節の行事などを行っている。 また、幼いこどもをもつ保護者向けに、毎年「赤ちゃんと小さい子のほんだな」を作成し、隔年で小学 生向けの図書目録「こどものほんだな」を作成している。 

１． 学校訪問・出張おはなし会 各小中学校を訪問し、新一年生を中心に本の紹介、図書館のＰＲなどを行った。また、「出張おはなし会」として幼稚園や小学校などへ行き、本や紙芝居などの読み聞かせを行った。 

 館名 訪問校（館・所）名 回数 館名 訪問校（館・所）名 回数館名 訪問校（館・所）名 回数 館名 訪問校（館・所）名 回数館名 訪問校（館・所）名 回数 館名 訪問校（館・所）名 回数館名 訪問校（館・所）名 回数 館名 訪問校（館・所）名 回数江東 第二砂町小学校 1 城東 第一大島小学校 2第三砂町小学校 1 第四大島小学校 2第五砂町小学校 1 大島南央小学校 2計 3 毛利小学校 2深川 明治小学校 1 総合区民センター 3深川小学校 1 計 11八名川小学校 1 亀戸 香取小学校 1臨海小学校 1 水神小学校 1扇橋小学校 1 第一亀戸小学校 1計 5 第二亀戸小学校 1東陽 川南小学校 1 計 4南砂小学校 1 砂町 北砂小学校 1浅間堅川小学校 1 第七砂町小学校 1東陽小学校 1 第六砂町小学校 1南陽小学校 1 小名木川小学校 1四砂小学校 1 亀高小学校 1計 6 計 5豊洲 豊洲小学校 3 東大島 第三大島小学校 1豊洲北小学校 2 第五大島小学校 2枝川小学校 2 東砂小学校 2ゆらりん保育園 1 計 5豊洲児童館 2 合計 52計 10東雲 第二辰巳小学校 1計 1古石場 平久小学校 1数矢小学校 1計 2  
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２．図書館見学、学級・園児招待 図書館職員の説明を聞きながら図書館内を見学するほか、図書館の利用の仕方と本の探し方などを わかりやすく説明するなど、図書館についての理解を深めるよい機会となっている。    館名 招待校（園）名 回数 館名 招待校（園）名 回数館名 招待校（園）名 回数 館名 招待校（園）名 回数館名 招待校（園）名 回数 館名 招待校（園）名 回数館名 招待校（園）名 回数 館名 招待校（園）名 回数江東 第五砂町小学校 3 城東 第一大島小学校 2第三砂町小学校 2 第二大島小学校 2第二砂町小学校 1 第四大島小学校 1第七砂町小学校 1 毛利小学校 1計 7 第四砂町中学校 1深川 明治小学校 3 計 7深川小学校 1 亀戸 第二亀戸小学校 1八名川小学校 1 水神小学校 1臨海小学校 1 亀戸中学校 1計 6 水神小学校 2白河 東川小学校 1 扇橋小学校 1計 1 計 6東陽 東陽小学校 3 砂町 北砂小学校 1浅間堅川小学校 1 砂町小学校 1南砂小学校 3 第六砂町小学校 1計 7 小名木川小学校 1豊洲 豊洲北小学校 2 亀高小学校 1枝川小学校 2 計 5計 4 東大島 第三大島幼稚園 12東雲 有明小学校 2 もみじ幼稚園 2東雲小学校 1 大島幼稚園 2辰巳小学校 2 第三大島小学校 7第二辰巳小学校 1 計 23ひばり幼稚園 1 合計 74計 7古石場 越中島小学校 1計 1
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３．図書館で児童を対象に行った行事 

館名

江　東 52回 1807人 2回 75人

深　川 48回 331人 4回 70人

白  河 55回 981人 4回 42人 おたのしみ会 2回 49人

東　陽 36回 324人 おたのしみ会 3回 82人

豊洲フェスタ 2回 26人

おたのしみ会 1回 25人

東　雲 49回 627人

古石場 50回 854人

城　東 47回 817人

亀　戸 48回 879人 おたのしみ会 1回 30人

砂　町 21回 199人 おたのしみ会 1回 25人

東大島 52回 932人

合計 506回 8214人 10回 187人

お話会 映 画 会 その他

豊　洲 48回 463人

 
 

 

４. 職場体験学習の受け入れ 区内の学校の要請を受けて、児童・生徒に対して職場体験学習を実施した。 

  実施回数 江東 深川 白河 東陽 豊洲 東雲 古石場 城東 亀戸 砂町 東大島 合計職 場 体 験 学 習 1 4 - - 4 - 3 3 2 1 2 20
 

 

 

５．乳幼児への読み聞かせサービス 保健所にて実施されている乳幼児の定期健診時に、図書館ボランティアを派遣し、絵本の読み聞かせサービスを実施した。（平成 24 年 9 月よりボランティアさんのみの訪問）平成 25 年度は 195 回実施。 また、通常の「おはなし会」の実施とは別に「赤ちゃんおはなし会」も実施している。 

  実施回数 江東 深川 白河 東陽 豊洲 東雲 古石場 城東 亀戸 砂町 東大島 合計赤ちゃんおはな し会 6 22 22 12 64 12 23 - 51 5 - 217
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    ヤングアダルト・サービス  ヤングアダルト(ＹＡ)とは、14歳から 18歳までの利用者を指すアメリカ図書館協会の用語である。 江東区立図書館では 12,１3 歳から 19 歳くらいまでの利用者を対象としている。 読書離れ、図書館離れになっている中学生・高校生に対して、試験勉強や宿題をする時の利用だけでなく、もっと図書館を有効に利用してもらうことを目指して、ヤングアダルト・サービスを実施している。 コーナーを設けている館と、一般書と一緒にヤングアダルト向けの本や雑誌を収集している館がある。 利用者相互の交流を図るため、情報交換ノートを置いたりイラスト展などを行っている館もある。  25 年度末には中学生向けブックリスト「ぶっくなび」を作成し、26 年度に区内中学校の全生徒に 配布した。 

 

● 各館のヤングアダルト・コーナー ● 図書館 ｺｰﾅｰ名称 利用対象者 座席 自由ﾉｰﾄのﾀｲﾄﾙ 特  色 江 東 ティーンズコーナー 中学生以上 あり  ヤング向けの本を別置。 深 川 ヤングコーナー 中学生 高校生 あり  ヤング向け文庫小説を中心に設置。 東 陽 ヤングアダルトコーナー 中学生以上 なし  ヤング向け文庫小説中心の楽しいコーナー。岩波ジュニア新書も揃っている。 豊 洲 ヤングコーナー 中学生以上 なし  ヤング向けの本を別置。 東 雲 ヤングアダルトコーナー 中学生 高校生 なし  ヤング向けの本を別置。 古石場 ヤングアダルトコーナー 中学生 高校生 なし  ヤング向けの本を別置。 城 東 ヤングアダルトコーナー 小 学 校 高 学年以上 なし  ヤング向けの本を別置。 亀 戸 ヤングアダルトコーナー 中学生以上 なし ＹＡノート ヤング向け文庫小説を中心に別置。 ＹＡノートを使って利用者の交流が盛んに行われている。 砂 町 ヤングアダルトコーナー 中学生 高校生 なし あのね．．． ﾔﾝｸﾞ向け文庫小説等を別置。ﾉｰﾄを使っての利用者の交流も盛んに行われている。 東大島 ヤングアダルトコーナー 小 学 校 高 学年以上 あり  ヤング向けの本を別置。 
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障 害 者 サ ー ビ ス  江東区では、目の不自由な方々へのサービスとして、対面朗読、録音図書の作成、貸出、点字図書、大活字本等の貸出を行っている。また、耳の不自由なこどもたち向けのサービスとして、都立大塚ろう学校江東分教室の児童に対して、口話と手話による読み聞かせを実施している。  なお、対面朗読、録音図書の作成については、音訳者養成講座を受講後、図書館に登録をしている人に依頼している。録音図書作成環境がテープ録音からデジタル録音へ急激に変動していることから機器の更新と録音図書製作マニュアルの改訂等に取り組んだ。音訳者の技術向上と利用者へのデジタル機器の操作講習が課題である。 平成 26年 3月末日現在、登録している利用者は 144 名、音訳者は 75 名、点訳者は 4団体 62 名である。  
１．対面朗読    対面朗読とは、目が不自由なため活字を読むことが困難な方に、図書館から依頼した音訳者が対面で資料を読むサービスである。 対 面 朗 読 利 用 状 況  館 名 江 東 深 川 東 陽 豊 洲 東 雲 古石場 城 東 亀 戸 砂 町 東大島 計回 数 91 3 29 12 0 51 84 115 56 122 563時 間 325 6 97 36 0 154 278 315 216 442 1,869

 

 

２．録音図書の作成    録音図書とは、活字で書かれた資料を読むことが困難な方たちのために、資料を音声化してカセットテープなどに録音したものである。点字を読めない中途失明者の増加もあり、利用が増えている。   また、急ぎで読みたい場合や個人で使用したい資料については、プライベートテープとして作成し、提供している。平成 25 年度にプライベートテープは全館で 3 タイトル 10巻作成した。また、図書館からの新刊等情報テープ等の案内を 4種類 13巻作成した。   平成 20 年度半ばより雑誌「いきいき」の記事をピックアップし、部分音訳テープ版として作成、提供する試みを開始し、平成 25 年度は 12号 48巻を作成した。   平成 13 年度(*1)より所蔵するテープ版録音図書のデジタル化（DAISY(*2)化）を行っている。平成
25 年度は 20 タイトルをデジタル化した。 他に市販 DAISY を 13 タイトル購入した。 

*1 江東区総合実施計画による 

*2 ＤＡＩＳＹ（デイジー：Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｕｄｉｏｂａｓｅｄ Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍの略）    テープ録音図書を国際統一規格の録音製作方式である「DAISY」により、ＣＤ-Ｒを媒体とする本区オリジナルのデジタル図書に変換し、デイジー再生機で再生する。 

 録 音 図 書 作 成及び 点字図 書 所 蔵 状 況  内  訳 テ ー プ ＤＡＩＳＹ 点  字    作成数 17タイトル 9タイトル 17タイトル 寄贈及び購入数  0タイトル 0タイトル  0タイトル 所蔵数 1,726タイトル 354タイトル 361タイトル 
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３．点訳サービス    図書館に登録している点訳ボランティアのグループに、点訳絵本の作成や、暦など生活に身近な情報等の点訳を依頼した。雑誌「暮しの手帖」の記事をピックアップし、部分点訳雑誌として年 6 回作成し提供している。図書館発行の情報テープを元に、「新作点字・点訳図書情報」も年 5 回作成している。（平成 25 年度の点訳サービスの作成枚数：1,151枚）   また、点訳ボランティアや社会福祉協議会などへ、点訳室・点訳パソコン等の点訳機の貸出を行っている。（4グループ，55 回） 

 

４．郵送貸出    録音図書等の貸出は、日本郵便株式会社の「特定録音物等郵便物発受施設」の指定を受け、郵送により無料で行っている。自区所蔵の録音図書や市販テープ・ＣＤ（音楽・落語など）はもちろん、録音図書については他区・他県所蔵のものも提供している。これら相互貸借の範囲は全国に及んでいる。   録音雑誌については、他自治体図書館や専門図書館等が製作したものを借り受けて貸出している。いずれもデジタル化が進み、近年 DAISY の利用が増加している。 同様に点字図書、点字雑誌もリクエストに応じ、提供している。 

 貸 出 状 況   内DAISY 内DAISY 内点字雑誌1,376 613 1,230 822 111 97 15 2,732 74 2,806(5,055) (613) (1,918) (822) (149) (98) (16) (7,138) (253) (7,391)0 0 0 0 14 14 0 14 0 14(0) (0) (0) (0) (14) (14) (0) (14) (0) (14)0 0 0 0 0 0 68 68 0 68(0) (0) (0) (0) (0) (0) (80) (80) (0) (80)0 0 0 0 0 0 1 1 0 1(0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (0) (1)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)0 0 0 0 0 0 63 63 0 63(0) (0) (0) (0) (0) (0) (88) (88) (0) (88)11 6 189 170 101 51 138 439 0 439(60) (6) (190) (170) (101) (51) (156) (507) (0) (507)0 0 0 0 0 0 31 31 0 31(0) (0) (0) (0) (0) (0) (31) (31) (0) (31)0 0 0 0 51 51 15 66 0 66(0) (0) (0) (0) (51) (51) (15) (66) (0) (66)1,387 619 1,419 992 277 213 331 3,414 74 3,488(5,115) (619) (2,108) (992) (315) (214) (387) (7,925) (253) (8,178)

東　陽豊　洲

計
古石場城　東亀　戸砂　町
東　雲
東大島

合計江　東深　川館 名 視聴覚資料(市販テープ） 小　　計録音図書 録音雑誌 点字図書 区外図書館へ貸出

 

 ＊上段はタイトル数、（ ）内は録音図書・録音雑誌は巻数（DAISY は枚数）、点字図書・点字雑誌は冊数 
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５．その他の事業 (1) 音訳者養成講座     登録音訳者全員を対象にした上級講座を毎年開催している。25年度はデジタル録音・編集技術習得のための講座を開催した。 
   音訳者養成講座(上級)「DAISY編集を学ぶ」  講座 4 回 受講者延べ 29 名 部 回 月   日 講 座 内 容 基礎 

１

 

1／22（水） 

 

基礎編  パソコンを使ったデジタル録音・編集をマスターする ２

 

1／23（木） 

 

基礎編の続き  パソコンを使ったデジタル録音・編集をマスターする 応用(昨年度 基礎受講者） 

１

 

1／10（金） 応用編  デジタル録音・編集をさらに深める ２
 

1／24（金) 応用編の続き  デジタル録音・編集をさらに深める 

 

６．聴覚障害児へのサービス（城東図書館）    「ろう児にも、絵本の楽しさを！」と、都立大塚ろう学校江東分教室のこどもたちに、口話と手話による絵本の読み聞かせを実施している。    聴覚障害児への図書館サービスは、昭和５４年度から実施し、平成１６年度までは、こどもたちを図書館に招待し読み聞かせを行っていた。 平成１７年度からは、図書館読み聞かせボランティアが学校へ訪問し、おはなし会として読み聞かせを行っている。 

    平成２５年度 実施回数  

 

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

回数 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 11

延人数 20 20 20 20  19 16 21 25 25 20 17 223
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       特 色 あ る 資 料 

１．地域資料 特定の地域に関して記述されている資料。その地域の事情を知り、研究する手がかりとなるすべての資料が対象となる。従来は、郷土資料と同義語として用いられることが多かったが、現在では、郷土資料と地方行政資料とに分ける考え方が一般的となっている（「最新図書館用語大辞典」柏書房 2004 年）。 図書館法第３条では「郷土資料、地方行政資料（略）、その他必要な資料を収集し、一般公衆の利用に供すること」、また、江東区立図書館条例施行規則第２条では、図書館の行う事業として「 (1)郷土資料、行政資料（略）、その他必要な資料の収集、整理及び利用の促進」を定めている。  

(1) 深川図書館の郷土資料 深川図書館では、昭和 29 年 10 月に江東区を中心とした東京関連資料約 500 冊を別置し、「郷土資料室」を設置した。以来、江東区と江戸・東京に関する資料を収集し、閲覧・貸出等を行っている。資料は一般的な出版物のほか、区・都などから刊行される統計書類・調査報告書・各区区史・議会史などを収集している。   ① 資料の特徴    ア．地図類      江戸から明治、現在に至る江東区の全図、昭和 33 年以降の住宅地図は過去を知る手がかりとなる資料として有効に利用されている。    イ．浮世絵、切絵図等      江戸期に関する出版物は多く、それに関連して浮世絵、切絵図等の利用も多い。浮世絵の個人貸出はしないが、公共施設等の関係機関からの依頼には応じている。 ② 調査依頼等      時代小説の舞台として欠かせない“深川”についての問合せは、江東区内に限らず遠方の他道府県からも寄せられている。深川・江東区の地域の歴史を記した貴重な郷土資料を有効に活用することによって、様々な問合せや調査依頼に応じている。 ③ 郷土資料講演会      年１回、深川を舞台にした小説を書いている作家や、江東区にゆかりのある文化人を講師に招き、講演会を開催している。      平成２５年度は、深川在住の講談師、一龍齋貞橘（いちりゅうさい ていきつ）さんを講師に招き、「江戸怪談」の実演をはじめ、講談の世界についてのお話などをしていただいた。       １１月１６日（土）開催 講 師 一龍齋貞橘（講談師） テーマ 講談で味わう「江戸怪談」の世界 参 加 ８６名 ④ 平成 25 年度郷土資料室入室者数 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11 月 12月 1 月 2 月 3 月 合計 

52 55 73 57 65 42 84 70 61 77 36 68 740 （単位：人） 
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(2) 行政資料   江東区関係の資料については、江東区独自の共通分類を用いて別置している。東京都関係の資料については、別置している館と他の資料と同じ扱いをしている館とがある。  東京都関係資料については、深川図書館（昭和期までの資料）と江東及び東陽図書館（平成以降の資料）で保存分担を行っている。     

            蔵 書 数 及 び 貸 出 冊 数               （冊）  

　館　名 江東区資料 東京都資料 江東区資料 東京都資料

江　　東 2,245 3,036 150 79

深　　川 5,484 8,970 234 155

白　　河 140 53 51 21

東　　陽 1,990 1,257 343 101

豊　　洲 856 23 100 58

東　　雲 422 222 29 27

古 石 場 659 15 215 44

城　　東 1,407 1,317 233 182

亀　　戸 796 117 142 16

砂　　町 549 18 82 28

東 大 島 818 316 117 28

枝　　川 0 0 6 6

計 15,366 15,344 1,702 745

年度末蔵書数 貸出冊数

 

 

(3) 公文書、パンフレット、写真類 

  大正末期から戦前、戦後にかけての公文書、各種パンフレット類、写真などが深川図書館に保存されている。劣化状況、保存方法等について専門家による委託調査を行い、脱酸処理、デジタル化等の保存の必要性、今後の活用について調査報告書による提言を受けた。保存等のための処理を順次行っている。 
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２．戦前資料 深川図書館が所蔵する昭和 20 年までに出版された資料 21,384 冊（平成 26 年 3 月 31日現在）は、 閉架書庫に保管している。劣化の著しい図書が増えてきたため、現在貸出は行っていないが、深川図書館の中で閲覧することができる。保存のため、脱酸性化等の処理を順次行っている。 また、深川図書館戦前資料の中には、「内務省寄託図書」（※）も残されている。 ※内務省寄託図書 「出版法」（明治 26 年）による内務省警保局図書課（昭和 15 年より検閲課）の検閲を通過し、内務省内に保管されていた図書が、昭和 12 年から東京市立図書館３館（現千代田図書館、京橋図書館、深川図書館）へ寄託されるようになった。これらの図書には内務省の検印や事務官らのコメントが残されている。 

 

３．街頭紙芝居 昭和初年から 20 年代にかけて、路地や空き地などで行われた街頭紙芝居が昭和 55 年に深川図書 館に寄贈され、以後、貴重な文化財として保存している。劣化が著しいため、平成 19 年度にデジタ ル化を行い、複製版を作成した。個人貸出は行っていないが、複製版を自治会、こども会などの団体 に貸出している。 

 

４．学童集団疎開資料室（江東図書館内） 第二次世界大戦末期に江東区で実施された学童集団疎開の貴重な体験・記憶を次世代に伝えていくため、集められた資料を保存・展示するために、平成 12 年 8 月に区立第四砂町小学校内に「学童集団疎開資料室」が開設された。平成 21 年 8 月に資料の保存・管理と資料公開を常時できる江東図書館にて資料を受け入れ、開室した。疎開当時の文書・生活用品・手紙・写真等を展示している。 平成 23年度に学童疎開の状況と所蔵資料を紹介するパンフレット「疎開－江東区学童集団疎開の記録」
5,000部を作成し、資料室での配布をしている。 
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雑 誌 ・ 新 聞  雑誌・新聞は、発行当時の社会事情を知るための有効な資料である。図書館では、これらの資料を計画的に収集しているが、各館の収蔵能力には限界がある。そこで２３区公共図書館第５ブロック（墨田区・江東区・足立区・葛飾区・江戸川区）では、５区で分担して雑誌の保存分担を行っており、江東区は 34タイトルの分担を受け持っている。 

 

１．各館別保有タイトル数  館 名 江 東 深 川 白 河 東 陽 豊 洲 東 雲 古石場 城 東 亀 戸 砂 町 東大島
雑 誌 244 159 34 216 182 198 219 163 157 98 192

新 聞 21 18 5 22 21 20 19 22 16 21

 
 

 

２．新聞縮刷版保存館一覧 

 

館 名 朝 日 新 聞 縮 刷 版 毎 日 新 聞 縮 刷 版 読 売 新 聞 縮 刷 版 日本経済新聞 縮 刷 版 日経流通新聞 縮 刷 版 日経産業新聞 縮 刷 版 江 東 S50.1(1975)～ S51.1(1976)～ S33.9(1958)～ H9.12(1997) S51.2(1976)～  S61.5(1986)～ H7.3(1995) 深 川 S3.6(1928)～ S42.4(1967)～ H8.12(1996)   S26.1(1951)～ H6.4(1994)   東 陽 H10.1(1998)～    H6.4(1994)～ H7.3(1995)～ H7.4(1995)～ 豊 洲 

(館内閲覧) 
H11.1(1999)～      東 雲    H8.12(1996)～ H8.12(1996)～   古石場  H13.4(2001)～      城 東 S17.1(1942)～      亀 戸    S55.4(1980)～    砂 町    H12.1(2000)～    東大島 H9.1(1997)～       
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 視 聴 覚 資 料  資料数は、前年度の 43,380 点から、所蔵資料の劣化により 200 点減少した。貸出数は、255,576 点から 26,728 点減少した。 貸出数については、年々減少傾向にある。これは、音響メディア利用による、ダウンロード型へと変化したことによるものと思われる。 なお、映像メディアはビデオからＤＶＤが主流となってきており、図書館でも新規購入の際は、ＤＶＤを選択する傾向となっている。 

 平成 26 年 3 月 31 日現在 
カセット Ｃ Ｄ ビ デ オ Ｄ Ｖ Ｄ 計 カセット Ｃ Ｄ ビ デオ Ｄ Ｖ Ｄ 計

江 東 296 3,023 2,416 114 5,849 41 18,315 212 1,656 20,224

深 川 478 2,168 1,097 814 4,557 517 24,798 1,383 2,893 29,591

白 河 0 0 0 0 0 18 4,017 79 198 4,312

東 陽 868 4,353 0 181 5,402 657 34,334 47 567 35,605

豊 洲 188 4,130 0 0 4,318 132 22,017 48 457 22,654

東 雲 106 3,603 0 0 3,709 32 16,538 44 217 16,831

古 石 場 113 3,404 0 0 3,517 85 23,412 44 388 23,929

城 東 461 4,478 0 0 4,939 588 26,197 81 331 27,197

亀 戸 176 3,809 0 0 3,985 280 16,186 62 258 16,786

砂 町 210 2,557 0 0 2,767 167 10,979 10 108 11,264

東 大 島 541 3,596 0 0 4,137 182 19,320 50 218 19,770

枝 川 0 0 0 0 0 16 963 6 89 1,074

計 3,437 35,121 3,513 1,109 43,180 2,715 217,076 2,066 7,380 229,237

貸 出 数

館 名

資 料 数

 ※団体貸出含む
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広 報 ● 平成 24 年度江東区のとしょかん（事業概要） ● 江東区立図書館利用案内（カレンダー） ● 児童・中学生向け図書目録 ① ｢赤ちゃんと小さい子のほんだな｣（26 年度版）＊乳幼児への絵本の読み聞かせ用ブックリスト ② ｢こどものほんだな」（26 年度版）＊小学生向けブックリスト ③ ｢ぶっくなび｣＊中学生向けブックリスト ● 児童用図書館事業概要        ｢としょかんたんけん-しらべてみよう！町のとしょかん-｣（26 年度版）＊小学３年生社会科見学用 ● 江東区の図書館にある雑誌・新聞の目録     「新聞雑誌目録」（館内及び WebOPAC） 平成 25 年 4 月発行 ● こども向けお知らせ   ○ うさぎっこタイムズ（江東）  幼児・児童を対象とした本や行事を紹介している 

 

除籍・寄贈資料の有効活用  各図書館から除籍された資料や、寄贈された本のうち、すでに所蔵している本など、図書館で不要となった資料のなかにも、まだ利用価値のあるものが多数ある。  これらの資料を有効活用するため、平成 25 年度も区内の公共施設への提供をはじめ、社会福祉協議会に寄贈し、区民まつりにおいて一般区民の方々に募金を通して提供し、多くの参加者に喜ばれている。 

 

 除籍資料の有効提供数 一 般 書 児 童 書 雑 誌 CD･ﾋﾞﾃﾞｵ 紙芝居 計 提 供 先区 民 ま つ り 11,873 3,463 486 369 1 16,192 社会福祉協議会
公共施設向けリサイクル事業 2,136 12,858 180 0 655 15,829 保育園、幼稚園、児童館、小学校、福祉会館、老人福祉ｾﾝﾀｰ、東京海洋大学等計 14,009 16,321 666 369 656 32,021
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     関 係 法 令 集 
 江 東 区 立 図 書 館 条 例 昭和４０年１２月２５日条例第３４号 改正 昭和４５－１６、昭和５４－２３、昭和５７－３５、昭和５９－５０、昭和６１－３８、 平成元－２４、平成２－１１、平成３－３７、平成９－３０  （設置） 第１条 江東区に図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第１０条の規定に基づき、江東区立図書館を設置する。 （名称及び位置） 第２条 江東区立図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。  名   称      位   置 江東区立深川図書館  東京都江東区清澄三丁目３番３９号 江東区立東陽図書館  東京都江東区東陽二丁目３番６号 江東区立豊洲図書館  東京都江東区豊洲二丁目２番１８号 江東区立東雲図書館  東京都江東区東雲二丁目７番５－２０１号 江東区立古石場図書館 東京都江東区古石場二丁目１３番２号 江東区立城東図書館  東京都江東区大島四丁目５番１号 江東区立亀戸図書館  東京都江東区亀戸七丁目３９番９号 江東区立江東図書館  東京都江東区南砂六丁目７番５２号 江東区立砂町図書館  東京都江東区北砂五丁目１番７号 江東区立東大島図書館 東京都江東区大島九丁目４番２－１０１号 （委任） 第３条 この条例の施行について必要な事項は、江東区教育委員会規則で定める。 付 則 １ この条例は、公布の日から施行する。 ２ 東京都江東区立図書館設置条例（昭和２５年１０月江東区条例第１１号）は、廃止する。    付 則（昭和４５年条例第１６号） この条例は、昭和４５年４月１日から施行する。 附 則（昭和５４年条例第２３号） この条例は、昭和５４年４月１日から施行する。 附 則（昭和５７年条例第３５号） この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 （昭和５７年（教）規則第５号で昭和５７年１０月１６日から施行） 附 則（昭和５９年条例第５０号） この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 （昭和６０年（教）規則第２号で昭和６０年４月１日から施行） 附 則（昭和六十一年条例第三十八号） この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 （昭和６１年（教）規則第２号で昭和６１年１０月１日から施行） 附 則（平成元年条例第２４号） この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 （平成元年（教）規則第７号で平成元年４月１日から施行） 
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附 則（平成２年条例第１１号） この条例は、平成２年４月１日から施行する。 附 則（平成３年条例第３７号） この条例は、平成３年１２月１日から施行する。 附 則（平成９年条例第３０号） この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 （平成９年（教）規則第２号で第２条の改正規定中東雲図書館に係る部分は、平成９年５月 ２０日から施行） （平成９年（教）規則第１２号で第２条の改正規定中古石場図書館に係る部分は、平成９年９ 月２４日から施行） 
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 江 東 区 立 図 書 館 条 例 施 行 規 則           昭和４０年１２月２５日教育委員会規則第４号 改正 昭和４５-２、昭和４９-１、昭和４９-７、昭和６３-５、平成元-３、平成３-６、平成５-６、平成９-９、 平成１３-１、平成１４-１５、平成１５-１１、平成１７-１１、平成２０-１７、平成２１-１３、平成２２-７ （趣旨） 第１条 この規則は、江東区立図書館条例（昭和４０年１２月江東区条例第３４号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、江東区立図書館（以下「図書館」という。）の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 （事業） 第２条 図書館は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条の規定に基づき、次の事業を行う。 

(1) 郷土資料、行政資料、レコード、フィルムの収集にも十分配慮した、図書、視覚聴覚資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下「図書館資料」という。）の収集、整理及び利用の促進。  (2) 読書案内及び読書相談  (3) 読書会、研究会、映画会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励  (4) 郷土資料室の運営  (5) 分館の運営  (6) 他の図書館、読書施設、学校及びその他の教育機関との相互協力  (7) 館報その他広報出版物の発行 

(8) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動等の活動の機会の提供及び奨励  (9) その他図書館の目的達成のため必要な事業 （開館時間及び休館日） 第３条 開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、江東図書館長（以下「館長」という。）が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時休館日を定めることができる。 （入館の制限） 第４条 館長又は条例第 2条で定める江東図書館以外の図書館の館長(以下「地区図書館長」という。)は、酒気をおびた者その他館内の秩序を乱し、係員の注意に従わない者に対しては、入館を禁じ、又は退館させることができる。 （個人貸出） 第５条 図書館資料の個人貸出を受けようとする者は、個人貸出証の交付を受けなければならない。 ２ 個人貸出証は、原則として江東区内に在住、在勤、在学するものに対し、本人の請求により、館長又は地区図書館長が氏名及び住所を確認のうえ、これを交付する。 ３ 個人貸出証の交付を受けた者は、これを適切に管理するものとし、他に譲渡してはならない。 ４ 個人貸出証の有効期間は、3年とする。ただし、館長又は地区図書館長は、その個人貸出証の交付を受けた者の氏名及び住所を確認し、引き続き同一の個人貸出証を使用させることができる。 ５ 個人貸出証は、紛失若しくは盗難の届出があったとき又は汚損などにより新たな個人貸出証の交付を受けたときは、これを無効とする。 ６ 同時に個人貸出のできる図書館資料は、図書資料は20冊以内、紙芝居は5点以内、音声資料は5点以内、映像資料は1点とする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。 ７ 図書館資料の個人貸出期間は、2週間以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りで
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ない。 （団体貸出） 第６条 図書館資料の団体貸出を受けようとする者は、団体貸出証の交付を受けなければならない。 ２ 団体貸出証は、江東区内に在住する者の世帯、読書グループ、地域団体及び事業所等の団体の代表者の申請により、館長又は地区図書館長が審査のうえ、交付する。 ３ 団体貸出証の有効期間は、1年とする。ただし、館長又は地区図書館長は、住所を確認し、続けて同一の団体貸出証を使用させることができる。 ４ 同時に団体貸出のできる図書館資料は、その団体の構成員1人につき、図書資料は5冊以内、紙芝居は
5点以内、音声資料は3点以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。 ５ 同一の図書館資料の団体貸出期間は、1月以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。 ６ 館長は、図書館資料の団体貸出をうけた団体の代表者に対しその利用状況について報告を求めることができる。 （分館） 第７条 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。     名  称      位  置 白河こどもとしょかん 東京都江東区白河四丁目３番１９号 ２ 分館は、図書館資料を区民の利用に供する。 ３ 分館の運営については、館長が教育長の承認を得て定める。 ４ 分館において、図書館資料を利用する者については、個人貸出の規定を準用する。 （貸出の制限） 第８条 館長又は地区図書館長が指定した図書館資料については、貸出しを制限する。 （利用中の資料の返還） 第９条 館長又は地区図書館長は、必要と認めた場合には、利用者に対し、利用中の資料を返還させることができる。 （未返納者に対する処置） 第１０条 館長又は地区図書館長は、利用者が、資料の返納を怠り、又は督促しても返納しない場合には、 以後そのものに対し、資料の利用を禁ずることができる。 （損害の賠償） 第１１条 館長又は地区図書館長は、利用者が資料を亡失し、又は甚だしく汚損し、若しくは損傷した場合には、相当の資料をもって賠償させることができる。 ２ 前項の賠償をさせるに当たり、館長又は地区図書館長が資料によることが適当でないと判断した場合は、当該資料相当額の金銭をもって賠償させることができる。 （委任） 第１２条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。 

    付 則  この規則は、公布の日から施行する。 付 則（昭和４５年（教）規則第２号）  この規則は、昭和４５年４月１日から施行する。 付 則（昭和４９年（教）規則第１号）  この規則は、公布の日から施行する。  付 則（昭和４９年（教）規則第７号） 
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 この規則は、昭和４９年８月１日から施行する。  附 則（昭和６３年（教）規則第５号）  この規則は、公布の日から施行する。  附 則（平成元年（教）規則第３号）  この規則は、公布の日から施行する。  附 則（平成３年（教）規則第６号）  この規則は、平成３年１０月１日から施行する。 ただし、第６条第５項及び第７条第４項の改正規定は、平成３年１１月１５日から施行する。    附 則（平成５年（教）規則第６号） この規則は、平成５年４月１日から施行する。    附 則（平成９年（教）規則第９号） ただし、第６条第５項の改正規定は、平成９年５月７日から施行する。    附 則（平成１３年（教）規則第１号） この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 附 則（平成１４年（教）規則第１５号） この規則は、平成１４年４月１日から施行する。   附 則（平成１５年（教）規則第１１号） この規則は、平成１６年４月１日から施行する。   附 則（平成１７年（教）規則第１１号） この規則は、平成１７年１０月４日から施行する。 附 則（平成２０年（教）規則第１７号） この規則は、公布の日から施行する。 附 則（平成２１年（教）規則第１３号） この規則は、平成２１年４月１日から施行する。   附 則（平成２２年（教）規則第７号） この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 名　　　称 開 館 時 間 休　館　日午前9時から午後8時まで(日曜日、休日及び12月28日は、午後5時まで） １ 月曜日(休日に当たるとき　は、その日後における直近　の休日でない日）２ 年末(12月29日から同月31　日まで）３ 年始(1月1日から同月4日　まで）４ 館内整理日（1月及び5月並  びに休日を除く毎月第1金曜  日）５ 特別整理期間
江東区立江東図書館江東区立深川図書館江東区立東陽図書館江東区立豊洲図書館江東区立東雲図書館江東区立古石場図書館江東区立城東図書館江東区立亀戸図書館江東区立砂町図書館江東区立東大島図書館

 備考  １ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日をいう。 ２ 特別整理期間は、１年のうち１０日以内とし、別に定める。 
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図 書 館 法 ( 抜 粋 ) 

 

                                          昭和２５年４月３０日 法律第１１８号 

                             最終改正 平成２３年１２月１４日 法律第１２２号 

 第一章 総則  （この法律の目的）     第一条    この法律は、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。  （定義）  第二条    この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの（学校に附属する図書館又は図書室を除く。）をいう。  ２    前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。  （図書館奉仕）  第三条    図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。  

   一    郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下「図書館資料」という。）を収集し、一般公衆の利用に供すること。  

   二    図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。  

   三    図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。  

   四    他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。  

   五    分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。  

   六    読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。  

   七    時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。  八  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 

   九    学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。     （司書及び司書補）  第四条    図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。  ２    司書は、図書館の専門的事務に従事する。  ３    司書補は、司書の職務を助ける。  （公の出版物の収集）  第九条    政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。  
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２    国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。 

 

 第二章    公立図書館  （設置）      第十条    公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。  （職員）   第十三条    公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。  ２    館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。  （図書館協議会）  第十四条    公立図書館に図書館協議会を置くことができる。  ２    図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。  （入館料等）   第十七条    公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。  
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図 書 館 案 内 図

-34-



 

       

 

平 成 ２ ５ 年 度 

「江東区のとしょかん」 
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